
 

「節電への御協力をよろしくお願いいたします」 

 

 

 

（お知らせ） 

平成21年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例

等に関する調査結果について 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 平成21年度の土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された

のは、299件で、前年度(240件)より増加しました（土壌汚染対策法施行から

平成 21 年度末までの累計 1,487 件）。また、指定基準を超過して指定区域に

指定されたのは94件であり、前年度（71件）より増加しました（累計435件）。 

 

２ 平成21年度に土壌汚染対策法の対象外を含め都道府県知事等が把握した土

壌汚染調査事例は 1,253 件、そのうち超過事例（指定基準又は土壌環境基準

に適合していないことが判明した事例）は 575 件であり、いずれの事例数も

前年度（1,366件、700件）より減少しています。 

 

３ 本調査の概要については、別添資料を御参照ください。また、調査の詳細

については、環境省ホームページ 

（http://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html）に掲載しています。 

 
 

平成23年３月29日（火） 
環境省水・大気環境局土壌環境課 
代  表：03-3581-3351 
直  通：03-5521-8338 
課  長：柴垣 泰介（内線：6650） 
課長補佐：根木 桂三（内線：6652） 
担  当：百瀬 嘉則（内線：6680） 
担  当：小林 雅治（内線：6680） 
 

環境省では、毎年、都道府県及び土壌汚染対策法の政令市（以下「都道府県知

事等」という。）を対象に、土壌汚染対策法の施行状況（都道府県知事等が把握し

ている土壌汚染の調査・対策事例等）について調査を実施しています。今般、平

成21年度に係る当該調査の結果について、取りまとめました。 

参考資料-１ 
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平成21年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する 

調査結果（概要） 

 

 

１．土壌汚染対策法の施行状況について 

  都道府県及び土壌汚染対策法の政令市を対象に、平成21年度における土壌汚染対策法

の施行状況について調査を行ったところ、その状況は以下のとおり。 
平成21年度に土壌汚染対策法（以下「法」という。）に基づく土壌汚染状況調査の結

果が報告された件数は、昨年度に続きやや増加した。また、指定区域に指定された件数
も昨年度に比べ増加している。（なお、平成14年度については、法施行日（平成15年

2月15日）から平成15年3月31日までの集計となっている。） 
 

 
（１）土壌汚染状況調査 

平成21年度における法第3条及び法第4条に基づく土壌汚染状況調査結果注）の報
告件数は299件であり、法施行から平成21年度末までの累計では1,487件となった。

（図１） 
 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 土壌汚染状況調査結果の報告件数の推移 

 

 

 注） 平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行された。平成21年度時点の旧

土壌汚染対策法第4条は改正土壌汚染対策法第5条へ移動した。 

別 添 
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（２）指定区域 

   土壌汚染状況調査の結果、指定基準を超過して指定区域として指定されたのは平成

21年度では94件であり、法施行から平成21年度末までの累計では435件となった。

(図２) 

なお、指定区域において土壌汚染が除去され、指定が解除されたのは平成21年度で

は59件であり、法施行から平成21年度末までの累計では233件となった。この結果、

平成21年度末時点における指定区域数は202件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 指定区域に指定された件数の推移 
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（３）指定基準超過物質 

   平成21年度末までに指定された435件の指定区域について、指定基準を超過した特

定有害物質の種類をみると以下のとおりであり、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）（第一

種特定有害物質）は、トリクロロエチレンが最も多く、次いでテトラクロロエチレン、

シス－１，２－ジクロロエチレンが多くなっており、重金属等（第二種特定有害物質）

では、六価クロム化合物が最も多く、次いで鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合

物が多くなっている。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）複数の特定有害物質が指定基準を超過している指定区域があるため、指定区域の累計件数と本図の件数の合計は 

一致しない。 

 

図３ 指定区域における指定基準超過物質 

         （法施行から平成21年度末までの累計） 
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２．土壌汚染の調査・対策事例について（法に基づかない事例を含む） 

法に基づくもののみならず、条例・要綱に基づくもの、あるいは自主的な取組による

ものなど都道府県・政令市が把握している土壌汚染の調査・対策事例の状況は以下のと

おり。 

 

（１）調査 

都道府県・政令市が把握した土壌汚染の調査事例（以下「調査事例」という。）は、    

平成21年度まで累計で10,215件であり、そのうち超過事例（指定基準又は土壌環境

基準に適合していないことが判明した事例）は5,281件であった。平成21年度では、

調査事例1,253件のうち、超過事例は575件であった。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 年度別の土壌汚染調査事例件数及び基準超過事例件数の推移 
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また、超過事例5,281件について、指定基準又は土壌環境基準を超過した特定有害

物質の種類をみると以下のとおりであり、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）（第一種特定

有害物質）では、トリクロロエチレンが最も多く、次いでテトラクロロエチレン、ベ

ンゼンが多くなっており、重金属等（第二種特定有害物質）では、鉛及びその化合物

が最も多く、次いで砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物が多くなっている。

（図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）複数の特定有害物質が指定基準又は土壌環境基準を超過している事例があるため、超過事例の累計件数と本図の 

件数の合計は一致しない。 

 

図５ 指定基準項目及び土壌環境基準項目別の基準超過物質 

（平成３年度から平成21年度までの累計） 

 

 

 

 



H21 累計 H21 累計 H21 累計 H21 累計 H21 累計

4 (19) 2 (4) 2 (12) 0 (0) 0 (3)

42 (258) 4 (44) 36 (199) 0 (0) 2 (15)

2 (35) 1 (25) 0 (4) 0 (0) 1 (6)

0 (5) 0 (4) 0 (1) 0 (0) 0 (0)

1 (13) 1 (8) 0 (2) 0 (0) 0 (3)

0 (7) 0 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (1)

1 (10) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 1 (2)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (3) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)

0 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)

0 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)

1 (5) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (1)

3 (8) 0 (0) 3 (8) 0 (0) 0 (0)

6 (17) 0 (0) 5 (16) 0 (0) 1 (1)

2 (12) 0 (0) 2 (12) 0 (0) 0 (0)

0 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)

55 (334) 7 (75) 45 (240) 0 (0) 3 (19)回答事例数

（件数：複数回答有）

注1）　（　）内の数字は、法施行日（平成15年2月15日）以降、平成21年度末までの累計件数である。

注2）　1つの区域において、複数の措置が行われることがあるため、措置の内容の合計数と指定区域件数とは一致しない。
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（２）対策 

超過事例（平成21年度575件、平成３年度からの累計5,281件）に関する汚染の除

去等の措置の内容を表１に示す。平成21年度における措置の内容をみると、揮発性有

機化合物（ＶＯＣ）（第一種特定有害物質）超過事例では「掘削除去」と「原位置浄

化」が多く、重金属等（第二種特定有害物質）超過事例では「掘削除去」との回答が

多かった。 

 

 

 

表１ 汚染の除去等の措置の内容 
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